
地方分権に係る一括法の施行に伴う道路関係規程の整備について 

１ 条例制定の背景等 
 

 
 

 

２ 条例案のイメージ 
 

 (1)名称  

  埼玉県が管理する県道の構造等の基準に関する条例（仮称） 

 

 (2)内容  

  ア 道路関係の次の基準の規定を整備 

(ｱ) 道路の構造に関する基準 

(ｲ) 道路標識に関する基準 

(ｳ) 移動等円滑化に関する基準 

  イ 基準は安全で円滑な交通を確保することが目的であり、道路構造

に関する基本的事項は変わらないため、原則として政省令どおり

に規定 
 

   
 

  

  ウ 一括法の趣旨を踏まえ、県が進めている施策など、基準に新たな

内容を追加 
 

(ｱ) 埼玉県福祉のまちづくり条例の整備基準が省令の基準を上

回っているもの 

 

現行 制定後 

規定なし ａ つえ、車いす等の使用者の通行に支障がない

構造とする 
 

（一例）溝蓋の形状 

    

 

 

ｂ 横断歩道においては、中央分離帯と車道とを

同一の高さですりつける      など 

 

 (3)施行  

  平成 25年 4月 1日を予定 

第１次・第２次一括法（平成 24年 4月 1日施行） 

 

道路法 
高齢者、障害者等の移動等の 

円滑化の促進に関する法律 

(1)道路構造令 
 

 

 

 
 
 道路を新設・改築する際の

車道や歩道の幅員や曲線部の

線形など、構造の技術基準を

定めるもの 

 

(2)道路標識、区画線

及び道路標示に関

する命令 

 

  
 

 

 道路の案内標識や警戒標識

等の表示板や文字の大きさを

定めるもの 

(3)移動等円滑化のた

めに必要な道路の

構造に関する基準

を定める省令 
 

 
 

 駅や公共施設等を結ぶ道路

のうち、移動等円滑化が特に

必要な道路について、歩道の

構造などを定めるもの 

国が定める基準を参酌して、県道の道路管理者が条例で制定 

今まで国が政省令で定めていた道路の基準 

平成 25年 4月 1日から県道には適用されない 

案内標識 警戒標識 

車道の幅員、曲線部の線形 歩道の縁端、誘導用ﾌﾞﾛｯｸ 

細目タイプ 一般タイプ 

道路政策課 

道路の勾配 
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